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特定非営利活動法人                                      

2010 年  

2 月 28 日  

ニュース  NO.66 

                    〒930-0312  富 山 県 中 新 川 郡 上 市 町 東 江 上 288 番 地  

                 電 話  076-473-3313    fax.076-473-2941 

                     e-mail fukushinosato@kami1294.com 

                     http://www.kami1294.com 

 

 

 

2月 19日  金曜日  午前 9時過ぎより  地元  宮川公民館において「認知症サポーター養成講座」

が開催されました。グループホーム  “あおぞら”  グループホーム  “かみいち福祉の里”  老人

保健施設  “つるぎの庭”  宮川地区社会福祉協議会……共同開催でした。約 50 名の  住民、

民生委員、利用者ご家族が  参加しました。  

富山県介護福祉会所属の  3 名の「認知症キャラバン  メート」真門・藪下・長谷川さんが  寸劇、紙

芝居で  わかり易く  認知症の症状や、困っている方々への  支援の心構えなどを講義しました。  

全員に  パンフレット、認知症サポーターの証 =オレンジ・リング  が手渡されました。  

 

 

姑    「せつ子さん  お昼ごはん  まだかいね?」  

嫁    「あら、さっき  食べんだけ?」  

姑    「食べとらんちゃ  ! !」  

嫁    「そうだったけ、私たら  うっかりしとって !  今から急い     

     で  ご飯を  作るからチョット待 ってね。でも  少 し  時

間がかかりますから。  

     出来るまで  おばあちゃん  お茶でも飲んどって。  

     “お菓子でも  食べるけ?  おせんべいが  いいけ?”」  

姑    「いや  お茶だけで  いいよ。」  

       嫁  …  お茶を注ぐ  

       姑……  お茶を飲む  

姑    「ああ  うまかった。じゃあ部屋でちょっと寝てくっちゃ」  

   

 

 

富山県からの委託事業に  取り組む ------「介護サービス支援ステーション運営事業」  

 

ハローワークを通じて  2 月 5 日より  デイサービスへ介護職員 1 名、2 月 15 日より グループホーム

へ介護職員 1 名を  緊急雇用しました。  いずれも政府の緊急雇用創出政策に  呼応した採用です。  

別に  4 月 1 日より 大学新卒 1 名が  この事業で  デイサービスお茶の間へ入社します。  
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いずれも  期間 1 年までの有期雇用ですが  満了時に  正社員に切り替えが可能です。  

時給 \938 。条件を満たせば  年間人件費は 全額  国庫より NPO 法人へ完了後  交付され

ます。 

   又  勤務しながら  ホームヘルパー2 級の通信講座が  受講できます。\94,248 の受講料は当

NPO を通じて  助成されますので  実質的に  本人負担は  ありません。更に  9 日間の  スクー

リングに通う時の  賃金は  勤務したものとして NPO 法人が  支給する仕組みです。  

   1 年間  勤務して良き介護職員に育ってくれるよう願っています。  

 

         待望の 車椅子対応型 軽四・福祉車両  届く 

 

   4 度目の挑戦。日本財団・福祉車両助成金制度に  4 年連続申請を続けて  漸く  願いが叶い

ました。ダイハツ  ハイゼット……軽四。日本財団さん  ありがとうございました。  

   デイサービスお茶の間で  毎日  利用者さんの送迎に活躍することとなります。  

 
 

 

 

自動車取得税  \43,800 は  

車椅子対応型 として  申請して  免除されまし

た。 

 

軽自動車税  年間  \7,200 については  

今後  上市町へ  減免申請書を提出します。  

 

時間単位の年次有給休暇制度採用へ  

近く  労使協定へ  

 

2010 年 4 月 1 日より 改正労働基準法が  施行され、標記の制度が  謳われています。  

当 NPO 法人でも  

フルタイム職員の場合は  年次有給休暇の日数のうち 1 年間に  5 日間以内を限度として  又  

パートタイム職員の場合は  1 年間に 2 日間以内を  限度として 時間単位の年次有給休暇制

度を利用できるように改訂し、  同日より施行する準備を  進めています。  

 

3 月 13 日  土曜日  第 6 回  理事会開催予定  

       

    2010 年度  事業計画 (案 )  

     2010 年度  収支予算 (案 )  

     を 主議題に  開催します。  

      ［時間］   pm.6----7:30 頃まで。  

      ［場所］   浄泉寺さん。  


